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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体高分子電解質膜の一方の面には、第１電極触媒層及び第１ガス拡散層を有する第１
電極が設けられ、前記固体高分子電解質膜の他方の面には、第２電極触媒層及び第２ガス
拡散層を有する第２電極が設けられるとともに、前記第１電極触媒層は、前記第２電極触
媒層よりも平面寸法が小さく設定される電解質膜・電極構造体を、一対の金属セパレータ
で挟持する燃料電池であって、
　少なくとも前記第２電極触媒層の外周側には額縁状部材が設けられ、前記額縁状部材の
内周側端部は、前記第１電極触媒層の外周及び前記第２電極触媒層の外周と重なる位置に
設けられ、
　前記額縁状部材は、前記第２電極触媒層と前記第２ガス拡散層との間に配置されるガス
不透過性フィルムを有し、
　前記第２電極触媒層の外周端部は、前記第２ガス拡散層の外周端部よりも内側に位置す
ることを特徴とする燃料電池。
【請求項２】
　固体高分子電解質膜の一方の面には、第１電極触媒層及び第１ガス拡散層を有する第１
電極が設けられ、前記固体高分子電解質膜の他方の面には、第２電極触媒層及び第２ガス
拡散層を有する第２電極が設けられるとともに、前記第１電極触媒層は、前記第２電極触
媒層よりも平面寸法が小さく設定される電解質膜・電極構造体を、一対の金属セパレータ
で挟持する燃料電池であって、
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　少なくとも前記第２電極触媒層の外周側又は前記第１電極触媒層の外周側には額縁状部
材が設けられ、前記額縁状部材の内周側端部は、前記第１電極触媒層の外周及び前記第２
電極触媒層の外周と重なる位置に設けられ、
　前記額縁状部材は、前記第２ガス拡散層に樹脂を含浸して構成される樹脂含浸部を有す
ることを特徴とする燃料電池。
【請求項３】
　請求項２記載の燃料電池において、前記額縁状部材は、前記第２ガス拡散層の外周に設
けられる樹脂枠部材を有し、
　前記樹脂含浸部は、前記樹脂枠部材の一部を構成することを特徴とする燃料電池。
【請求項４】
　固体高分子電解質膜の一方の面には、第１電極触媒層及び第１ガス拡散層を有する第１
電極が設けられ、前記固体高分子電解質膜の他方の面には、第２電極触媒層及び第２ガス
拡散層を有する第２電極が設けられるとともに、前記第１電極触媒層は、前記第２電極触
媒層よりも平面寸法が小さく設定される電解質膜・電極構造体を、一対の金属セパレータ
で挟持する燃料電池であって、
　少なくとも前記第２電極触媒層の外周側又は前記第１電極触媒層の外周側には額縁状部
材としてガス不透過性フィルムが設けられ、前記ガス不透過性フィルムの内周側端部は、
前記第１電極触媒層の外周及び前記第２電極触媒層の外周と重なる位置に設けられ、
　前記ガス不透過性フィルムは、前記第２ガス拡散層と前記金属セパレータとの間に設け
られることを特徴とする燃料電池。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の燃料電池において、前記第１電極触媒層の外周に
は、前記額縁状部材に対向して別のガス不透過性フィルム又は樹脂含浸部が設けられるこ
とを特徴とする燃料電池。
【請求項６】
　固体高分子電解質膜の一方の面には、第１電極触媒層及び第１ガス拡散層を有する第１
電極が設けられ、前記固体高分子電解質膜の他方の面には、第２電極触媒層及び第２ガス
拡散層を有する第２電極が設けられるとともに、前記第１電極触媒層は、前記第２電極触
媒層よりも平面寸法が小さく設定される電解質膜・電極構造体を、一対の金属セパレータ
で挟持する燃料電池であって、
　少なくとも前記第２電極触媒層の外周側又は前記第１電極触媒層の外周側には額縁状部
材が設けられ、前記額縁状部材の内周側端部は、前記第１電極触媒層の外周及び前記第２
電極触媒層の外周と重なる位置に設けられ、
　前記第１電極触媒層は、前記第１ガス拡散層よりも大きな平面寸法を有し、前記第１ガ
ス拡散層の外周端部に、前記額縁状部材として、樹脂枠部材又はガス不透過性フィルムが
設けられることを特徴とする燃料電池。
【請求項７】
　請求項１記載の燃料電池において、少なくとも前記第１電極触媒層又は前記第２電極触
媒層の外周端部は、発電面に沿って反応ガスを流通させる反応ガス流路を構成する反応ガ
ス流路溝内に配置されることを特徴とする燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体高分子電解質膜の一方の面には、第１電極触媒層及び第１ガス拡散層を
有する第１電極が設けられ、前記固体高分子電解質膜の他方の面には、第２電極触媒層及
び第２ガス拡散層を有する第２電極が設けられるとともに、前記第１電極触媒層は、前記
第２電極触媒層よりも平面寸法が小さく設定される電解質膜・電極構造体を、一対の金属
セパレータで挟持する燃料電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　例えば、固体高分子型燃料電池は、高分子イオン交換膜からなる固体高分子電解質膜の
両側に、それぞれアノード電極及びカソード電極を設けた電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ
）を、一対のセパレータによって挟持した発電セルを構成している。燃料電池は、通常、
複数の発電セルが積層されて燃料電池スタックを構成するとともに、例えば、燃料電池車
両に組み込まれることにより、車載用燃料電池システムとして使用されている。
【０００３】
　電解質膜・電極構造体では、一方の電極が固体高分子電解質膜よりも小さな平面寸法に
設定されるとともに、他方の電極が前記固体高分子電解質膜と同一の又は小さな平面寸法
で且つ前記第１の電極よりも大きな平面寸法に設定される、所謂、段差型ＭＥＡを構成す
る場合がある。
【０００４】
　例えば、特許文献１に開示されている燃料電池では、図３１に示すように、電解質膜１
の一方の面には、電極２が設けられるとともに、前記電解質膜１の他方の面には、電極３
が設けられている。電極２は、電極３よりも小さな平面寸法に設定されている。電解質膜
１の外周端部には、電極２を周回してスペーサ４が配置される一方、電極３を周回してス
ペーサ５が配置されている。
【０００５】
　電極２、３は、それぞれの電極面積が異なり、且つ、前記電極２、３の端部が電解質膜
１に対して対称の位置にない。このため、電極２、３の周辺部では、いずれかが電解質膜
１を支持し、該周辺部の機械的強度が向上する、としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３２４２７３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記の燃料電池では、電極２が電極３よりも小さな平面寸法に設定されてい
る。このため、電解質膜１には、電極３の触媒層が外周部のみ設けられている、所謂、半
電極領域が形成されている。従って、電極外周から半電極領域近傍において高電位又は電
位勾配が発生し易く、特に金属セパレータが使用される際には、前記半電極領域近傍に対
向する前記金属セパレータの外周端部から金属イオンが溶出するおそれがある。これによ
り、金属セパレータの外周端部に対向する電解質膜１の部分が、溶出した金属イオンによ
り損傷を受け易いという問題がある。
【０００８】
　本発明は、この種の問題を解決するものであり、簡単且つ経済的な構成で、金属セパレ
ータからの金属イオンの溶出を阻止し、固体高分子電解質膜の劣化を可及的に抑制するこ
とが可能な燃料電池を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、固体高分子電解質膜の一方の面には、第１電極触媒層及び第１ガス拡散層を
有する第１電極が設けられ、前記固体高分子電解質膜の他方の面には、第２電極触媒層及
び第２ガス拡散層を有する第２電極が設けられるとともに、前記第１電極触媒層は、前記
第２電極触媒層よりも平面寸法が小さく設定される電解質膜・電極構造体を、一対の金属
セパレータで挟持する燃料電池に関するものである。
【００１０】
　この燃料電池では、少なくとも第２電極触媒層の外周側には額縁状部材が設けられ、前
記額縁状部材の内周側端部は、前記第１電極触媒層の外周及び前記第２電極触媒層の外周
と重なる位置に設けられている。前記額縁状部材は、前記第２電極触媒層と前記第２ガス
拡散層との間に配置されるガス不透過性フィルムを有し、前記第２電極触媒層の外周端部
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は、前記第２ガス拡散層の外周端部よりも内側に位置する。
【００１４】
　また、この燃料電池では、少なくとも前記第２電極触媒層の外周側又は前記第１電極触
媒層の外周側には額縁状部材が設けられ、前記額縁状部材の内周側端部は、前記第１電極
触媒層の外周及び前記第２電極触媒層の外周と重なる位置に設けられている。額縁状部材
は、第２ガス拡散層に樹脂を含浸して構成される樹脂含浸部を有する。
【００１５】
　さらに、この燃料電池では、額縁状部材は、第２ガス拡散層の外周に設けられる樹脂枠
部材を有し、前記樹脂含浸部は、前記樹脂枠部材の一部を構成することが好ましい。
【００１６】
　さらにまた、この燃料電池では、少なくとも前記第２電極触媒層の外周側又は前記第１
電極触媒層の外周側には額縁状部材としてガス不透過性フィルムが設けられ、前記ガス不
透過性フィルムの内周側端部は、前記第１電極触媒層の外周及び前記第２電極触媒層の外
周と重なる位置に設けられている。額縁状部材は、第２ガス拡散層と金属セパレータとの
間に設けられるガス不透過性フィルムを有する。
【００１７】
　また、この燃料電池では、第１電極触媒層の外周には、額縁状部材に対向して別のガス
不透過性フィルム又は樹脂含浸部が設けられることが好ましい。
【００１８】
　さらに、この燃料電池では、少なくとも前記第２電極触媒層の外周側又は前記第１電極
触媒層の外周側には額縁状部材が設けられ、前記額縁状部材の内周側端部は、前記第１電
極触媒層の外周及び前記第２電極触媒層の外周と重なる位置に設けられている。第１電極
触媒層は、第１ガス拡散層よりも大きな平面寸法を有し、前記第１ガス拡散層の外周端部
に、前記額縁状部材として、樹脂枠部材又はガス不透過性フィルムが設けられる。
【００１９】
　さらにまた、この燃料電池では、少なくとも第１電極触媒層又は第２電極触媒層の外周
端部は、発電面に沿って反応ガスを流通させる反応ガス流路を構成する反応ガス流路溝内
に配置されることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明では、少なくとも第１電極触媒層の外周側又は第２電極触媒層の外周側には、額
縁状遮断層が設けられている。額縁状遮断層は、電気的絶縁性を有している。この額縁状
遮断層は、さらに金属イオン不透過性を有することが好ましい。このため、第１電極触媒
層の端部付近から第２電極触媒層のみが存在する外周側に向かって電位が上昇したり、電
位勾配が発生しても、金属セパレータの外側端部から金属イオンの溶出を抑制することが
できる。また、滞留水が発生しても、固体高分子電解質膜を良好に保護することが可能に
なる。これにより、簡単且つ経済的な構成で、金属セパレータからの金属イオンの溶出を
阻止し、固体高分子電解質膜の劣化を可及的に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの分解斜視説明図で
ある。
【図２】前記発電セルの、図１中、ＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図３】前記発電セルを構成する第１金属セパレータの正面説明図である。
【図４】前記発電セルを構成する第２金属セパレータの正面説明図である。
【図５】前記発電セルを構成する電解質膜・電極構造体の正面説明図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明図で
ある。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明図で
ある。
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【図８】本発明の第４の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明図で
ある。
【図９】本発明の第５の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明図で
ある。
【図１０】本発明の第６の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明図
である。
【図１１】本発明の第７の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明図
である。
【図１２】本発明の第８の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明図
である。
【図１３】本発明の第９の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明図
である。
【図１４】本発明の第１０の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図１５】本発明の第１１の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図１６】本発明の第１２の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図１７】本発明の第１３の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図１８】本発明の第１４の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図１９】本発明の第１５の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図２０】本発明の第１６の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図２１】本発明の第１７の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図２２】本発明の第１８の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図２３】本発明の第１９の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図２４】本発明の第２０の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図２５】本発明の第２１の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図２６】本発明の第２２の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図２７】本発明の第２３の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図２８】本発明の第２４の実施形態に係る燃料電池を構成する発電セルの要部断面説明
図である。
【図２９】額縁状遮断層を設ける範囲を規定する本発明の第２５の実施形態に係る燃料電
池を構成する第２金属セパレータの正面説明図である。
【図３０】額縁状遮断層を設ける範囲を規定する本発明の第２６の実施形態に係る燃料電
池を構成する第２金属セパレータの正面説明図である。
【図３１】特許文献１に開示されている燃料電池の断面説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１及び図２に示すように、本発明の第１の実施形態に係る燃料電池１０は、複数の発
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電セル１２が、例えば、立位姿勢で水平方向（矢印Ａ方向）に積層される。
【００２３】
　発電セル１２は、横長形状を有するとともに、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）１６と
、前記電解質膜・電極構造体１６を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレ
ータ２０とを備える。第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０は、薄板状の
金属プレートを、それぞれ波形状にプレス加工することにより、断面凹凸形状を有する（
図２参照）。
【００２４】
　第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０は、例えば、アルミニウム板、ス
テンレス鋼板、チタン板又はニオブ板等で形成される。
【００２５】
　発電セル１２の長辺方向（図１中、矢印Ｂ方向）の一端縁部には、矢印Ａ方向に互いに
連通して、酸化剤ガス、例えば、酸素含有ガスを供給するための酸化剤ガス供給連通孔２
６ａ、冷却媒体を供給するための冷却媒体供給連通孔２８ａ、及び燃料ガス、例えば、水
素含有ガスを排出するための燃料ガス排出連通孔３０ｂが設けられる。
【００２６】
　発電セル１２の長辺方向の他端縁部には、矢印Ａ方向に互いに連通して、燃料ガスを供
給するための燃料ガス供給連通孔３０ａ、冷却媒体を排出するための冷却媒体排出連通孔
２８ｂ、及び酸化剤ガスを排出するための酸化剤ガス排出連通孔２６ｂが設けられる。
【００２７】
　図３に示すように、第１金属セパレータ１８の電解質膜・電極構造体１６に向かう面１
８ａには、酸化剤ガス供給連通孔２６ａと酸化剤ガス排出連通孔２６ｂとを連通する酸化
剤ガス流路（反応ガス流路）３８が形成される。酸化剤ガス流路３８は、矢印Ｂ方向に延
在する凸部４０ａと凹部４０ｂとが、矢印Ｃ方向に交互に形成されることにより、各凹部
４０ｂに沿って形成される複数本の酸化剤ガス流路溝（反応ガス流路溝）３８ａを有する
。凸部４０ａは、電解質膜・電極構造体１６に接する一方、凹部４０ｂは、前記電解質膜
・電極構造体１６から離間する。
【００２８】
　酸化剤ガス流路３８の入口側には、電解質膜・電極構造体１６側に突出する複数のエン
ボス４１ａｅを有する入口バッファ部４１ａが設けられるとともに、前記酸化剤ガス流路
３８の出口側には、前記電解質膜・電極構造体１６側に突出する複数のエンボス４１ｂｅ
を有する出口バッファ部４１ｂが設けられる。
【００２９】
　図４に示すように、第２金属セパレータ２０の電解質膜・電極構造体１６に向かう面２
０ａには、燃料ガス供給連通孔３０ａと燃料ガス排出連通孔３０ｂとを連通する燃料ガス
流路（反応ガス流路）４２が形成される。燃料ガス流路４２は、矢印Ｂ方向に延在する凸
部４４ａと凹部４４ｂとが、矢印Ｃ方向に交互に形成されることにより、各凹部４４ｂに
沿って形成される複数本の燃料ガス流路溝（反応ガス流路溝）４２ａを有する。凸部４４
ａは、電解質膜・電極構造体１６に接する一方、凹部４４ｂは、前記電解質膜・電極構造
体１６から離間する。
【００３０】
　燃料ガス流路４２の入口側には、電解質膜・電極構造体１６側に突出する複数のエンボ
ス４５ａｅを有する入口バッファ部４５ａが設けられるとともに、前記燃料ガス流路４２
の出口側には、前記電解質膜・電極構造体１６側に突出する複数のエンボス４５ｂｅを有
する出口バッファ部４５ｂが設けられる。電解質膜・電極構造体１６は、両側からエンボ
ス４１ａｅ、４１ｂｅと４５ｂｅ、４５ａｅとで挟持される。なお、以下に説明する第２
以降の実施形態でも同様である。
【００３１】
　図１に示すように、互いに隣接する第１金属セパレータ１８の面１８ｂと第２金属セパ
レータ２０の面２０ｂとの間には、冷却媒体供給連通孔２８ａと冷却媒体排出連通孔２８
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ｂとを連通する冷却媒体流路４６が一体的に形成される。冷却媒体流路４６は、酸化剤ガ
ス流路３８及び燃料ガス流路４２の裏面形状を重ね合わせて構成される。
【００３２】
　第１金属セパレータ１８の面１８ａ、１８ｂには、この第１金属セパレータ１８の外周
端部を周回して第１シール部材４７が一体成形される。第２金属セパレータ２０の面２０
ａ、２０ｂには、この第２金属セパレータ２０の外周端部を周回して第２シール部材４８
が一体成形される。
【００３３】
　第１シール部材４７及び第２シール部材４８は、例えば、ＥＰＤＭ、ＮＢＲ、フッ素ゴ
ム、シリコーンゴム、フロロシリコーンゴム、ブチルゴム、天然ゴム、スチレンゴム、ク
ロロプレーン、又はアクリルゴム等のシール材、クッション材、あるいはパッキン材等の
弾性を有するシール材を使用する。
【００３４】
　第１シール部材４７は、図１及び図３に示すように、面１８ａ、１８ｂ上に均一な厚さ
を有して成形される平面シール部４７ａを有する。第１シール部材４７は、面１８ａ側で
平面シール部４７ａから突出し、酸化剤ガス供給連通孔２６ａ及び酸化剤ガス排出連通孔
２６ｂと酸化剤ガス流路３８とを連通させる凸状シール部４７ｂを有する（図３参照）。
【００３５】
　第１シール部材４７は、面１８ｂ側で平面シール部４７ａから突出し、冷却媒体供給連
通孔２８ａ及び冷却媒体排出連通孔２８ｂと冷却媒体流路４６とを連通させる凸状シール
部４７ｃを有する（図１参照）。
【００３６】
　第２シール部材４８は、面２０ａ、２０ｂ上に均一な厚さを有して形成される平面シー
ル部４８ａを有する。第２シール部材４８は、面２０ａ側で平面シール部４８ａから突出
し、燃料ガス供給連通孔３０ａ及び燃料ガス排出連通孔３０ｂを燃料ガス流路４２に連通
する凸状シール部４８ｂを有する（図１及び図４参照）。
【００３７】
　電解質膜・電極構造体１６は、例えば、パーフルオロスルホン酸の薄膜に水が含浸され
た固体高分子電解質膜５０と、前記固体高分子電解質膜５０を挟持するカソード電極（第
１電極）５２及びアノード電極（第２電極）５４とを備える。固体高分子電解質膜５０は
、カソード電極５２及びアノード電極５４と同等、若しくはこれらよりも大きな平面寸法
に設定され、外周端部が前記カソード電極５２及び前記アノード電極５４の外周端部から
外方に突出する。
【００３８】
　図２に示すように、カソード電極５２及びアノード電極５４は、カーボンペーパ等から
なるカソード側ガス拡散層（第１ガス拡散層）５２ａ及びアノード側ガス拡散層（第２ガ
ス拡散層）５４ａと、白金合金が表面に担持された多孔質カーボン粒子が前記カソード側
ガス拡散層５２ａ及びアノード側ガス拡散層５４ａの表面に一様に塗布されたカソード側
電極触媒層（第１電極触媒層）５２ｂ及びアノード側電極触媒層（第２電極触媒層）５４
ｂとを有する。
【００３９】
　カソード側電極触媒層５２ｂは、アノード側電極触媒層５４ｂよりも小さな平面寸法（
表面寸法）を有する。カソード側電極触媒層５２ｂの外周端部５２ｂｅは、アノード側電
極触媒層５４ｂの外周端部５４ｂｅよりも内方に距離Ｌだけ離間する。カソード側ガス拡
散層５２ａは、アノード側ガス拡散層５４ａよりも大きな平面寸法を有する。第１金属セ
パレータ１８には、カソード側電極触媒層５２ｂの外周端部５２ｂｅに対向して酸化剤ガ
ス流路３８を構成する酸化剤ガス流路溝３８ａが配置される。また、以下に説明する第２
以降の実施形態においても同様である。
【００４０】
　なお、カソード側ガス拡散層５２ａは、アノード側ガス拡散層５４ａと同一の平面寸法
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を有していてもよく、又は、前記カソード側ガス拡散層５２ａは、前記アノード側ガス拡
散層５４ａよりも小さな平面寸法を有していてもよい。また、以下の第２以降の実施形態
においても、同様である。
【００４１】
　さらに、カソード電極５２とアノード電極５４とは、互いの寸法を逆にして構成しても
よい。すなわち、カソード側電極触媒層５２ｂは、アノード側電極触媒層５４ｂよりも大
きな平面寸法を有していてもよい。また、以下の第２以降の実施形態においても、同様で
ある。
【００４２】
　第１の実施形態では、図２及び図５に示すように、アノード側電極触媒層５４ｂの外周
には、額縁状遮断層、例えば、額縁状のガス不透過性フィルム５６が設けられる。ガス不
透過性フィルム５６は、電気的絶縁性を有している。このガス不透過性フィルム５６は、
さらに金属イオン不透過性を有することが好ましい。ガス不透過性フィルム５６の内周側
端部５６ａは、少なくともカソード側電極触媒層５２ｂの外周端部５２ｂｅと固体高分子
電解質膜５０を挟んで重なる位置（図２中、距離Ｓ）に配置される。
【００４３】
　第２金属セパレータ２０では、図４に示すように、高電位又は電位勾配が発生し易い部
位５８が発電面を周回して存在する。
【００４４】
　ガス不透過性フィルム５６は、アノード側電極触媒層５４ｂとアノード側ガス拡散層５
４ａとの間から、前記アノード側電極触媒層５４ｂの外周端部５４ｂｅを超えて前記アノ
ード側ガス拡散層５４ａと固体高分子電解質膜５０との間に配置される。
【００４５】
　なお、ガス不透過性フィルム５６は、アノード側電極触媒層５４ｂと固体高分子電解質
膜５０との間に配置してもよい。また、カソード電極５２及びアノード電極５４は、上述
した第１の実施形態とは反対の大小関係に設定されるとともに、前記カソード電極５２側
にガス不透過性フィルム５６を配置してもよい。以下に説明する第２以降の実施形態にお
いても同様に、カソード電極とアノード電極とガス不透過性フィルムとは、互いの構成を
変換することができる。
【００４６】
　ガス不透過性フィルム５６は、絶縁性を有するとともに、耐熱水性、耐酸性及び耐熱性
に優れた材料が使用される。ガス不透過性フィルム５６としては、例えば、ポリテトラフ
ルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリイミド又はポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）等が
使用される。
【００４７】
　このように構成される燃料電池１０の動作について、以下に説明する。
【００４８】
　図１に示すように、燃料電池１０内では、酸化剤ガス供給連通孔２６ａに酸素含有ガス
等の酸化剤ガスが供給されるとともに、燃料ガス供給連通孔３０ａに水素含有ガス等の燃
料ガスが供給される。さらに、冷却媒体供給連通孔２８ａに純水やエチレングリコール等
の冷却媒体が供給される。このため、各発電セル１２では、酸化剤ガス、燃料ガス及び冷
却媒体が、それぞれ矢印Ａ方向に供給される。
【００４９】
　酸化剤ガスは、図３に示すように、酸化剤ガス供給連通孔２６ａから第１金属セパレー
タ１８の酸化剤ガス流路３８に導入され、電解質膜・電極構造体１６のカソード電極５２
に沿って移動する。一方、燃料ガスは、図１及び図４に示すように、燃料ガス供給連通孔
３０ａから第２金属セパレータ２０の燃料ガス流路４２に導入され、電解質膜・電極構造
体１６のアノード電極５４に沿って移動する。
【００５０】
　従って、各電解質膜・電極構造体１６では、カソード電極５２に供給される酸化剤ガス
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と、アノード電極５４に供給される燃料ガスとが、カソード側電極触媒層５２ｂ及びアノ
ード側電極触媒層５４ｂ内で電気化学反応により消費され、発電が行われる。
【００５１】
　次いで、カソード電極５２に供給されて消費された酸化剤ガスは、酸化剤ガス排出連通
孔２６ｂに排出されて、矢印Ａ方向に流動する。同様に、アノード電極５４に供給されて
消費された燃料ガスは、燃料ガス排出連通孔３０ｂに排出されて、矢印Ａ方向に流動する
。
【００５２】
　また、冷却媒体は、冷却媒体供給連通孔２８ａから第１金属セパレータ１８及び第２金
属セパレータ２０間の冷却媒体流路４６に導入された後、矢印Ｂ方向に沿って流動する。
この冷却媒体は、電解質膜・電極構造体１６を冷却した後、冷却媒体排出連通孔２８ｂを
移動して燃料電池１０から排出される。
【００５３】
　この場合、カソード側電極触媒層５２ｂは、アノード側電極触媒層５４ｂよりも小さな
平面寸法を有している。図２に示すように、カソード側電極触媒層５２ｂの外周端部５２
ｂｅは、アノード側電極触媒層５４ｂの外周端部５４ｂｅよりも内方に距離Ｌだけ離間し
ている。このため、固体高分子電解質膜５０の片面にのみアノード側電極触媒層５４ｂが
存在する電極外周から半電極領域近傍（距離Ｓ～Ｌの範囲）では、高電位又は電位勾配が
発生し易い。
【００５４】
　そこで、第１の実施形態では、図２及び図５に示すように、アノード側電極触媒層５４
ｂの外周には、ガス不透過性フィルム５６が設けられている。そして、ガス不透過性フィ
ルム５６の内周側端部５６ａは、少なくともカソード側電極触媒層５２ｂの外周端部５２
ｂｅと固体高分子電解質膜５０を挟んで重なる位置に配置されている。
【００５５】
　従って、カソード側電極触媒層５２ｂの端部付近からアノード側電極触媒層５４ｂのみ
が存在する外周側に向かって高電位又は電位勾配が発生しても、第２金属セパレータ２０
の外側端部から金属イオンの溶出を抑制することができる。これにより、簡単且つ経済的
な構成で、第２金属セパレータ２０からの金属イオンの溶出を阻止し、固体高分子電解質
膜５０の劣化を可及的に抑制することができるという効果が得られる。しかも、たとえ金
属イオンが発生しても固体高分子電解質膜５０への進入を阻止することが可能になる。
【００５６】
　図６は、本発明の第２の実施形態に係る燃料電池１０ａを構成する発電セル１２ａの要
部断面説明図である。なお、第１の実施形態に係る燃料電池１０と同一の構成要素には同
一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。また、以下に説明する第３以降の実
施形態においても、その詳細な説明は省略する。
【００５７】
　第２の実施形態では、ガス不透過性フィルム５６を備えるとともに、前記ガス不透過性
フィルム５６は、固体高分子電解質膜５０の外形寸法と同一の外形寸法を有する。このた
め、第２の実施形態では、上記の第１の実施形態と同様の効果が得られるとともに、固体
高分子電解質膜５０の保護が一層確実に遂行される。また、ガス不透過性フィルム５６は
、アノード側電極触媒層５４ｂと固体高分子電解質膜５０との間に配置してもよい。
【００５８】
　図７は、本発明の第３の実施形態に係る燃料電池１０ｂを構成する発電セル１２ｂの要
部断面説明図である。
【００５９】
　第３の実施形態では、第２金属セパレータ２０には、アノード側電極触媒層５４ｂの外
周端部５４ｂｅに対向して燃料ガス流路４２を構成する燃料ガス流路溝４２ａが配置され
る。従って、アノード側電極触媒層５４ｂの外周端部５４ｂｅでの燃料ガス及び生成水の
滞留を確実に抑制することができるという効果が得られる。
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【００６０】
　図８は、本発明の第４の実施形態に係る燃料電池６０を構成する発電セル６２の要部断
面説明図である。
【００６１】
　発電セル６２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）６４と、前記電解質膜・電極構造体
６４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。電解質
膜・電極構造体６４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノード電極５
４により挟持する。
【００６２】
　アノード側電極触媒層５４ｂの外周には、額縁状遮断層、例えば、額縁状のガス不透過
性フィルム５６が設けられるとともに、カソード側電極触媒層５２ｂの外方には、額縁状
遮断層、例えば、額縁状のガス不透過性フィルム６６が設けられる。ガス不透過性フィル
ム６６の内周側端部６６ａは、カソード側電極触媒層５２ｂの外周端部５２ｂｅに当接し
て、又は、前記外周端部５２ｂｅとカソード側ガス拡散層５２ａとの間で、該外周端部５
２ｂｅに一部を重ねて、配置される。
【００６３】
　このように構成される第４の実施形態では、カソード側電極触媒層５２ｂの外方には、
額縁状のガス不透過性フィルム６６が設けられている。このため、カソード電極５２にお
いて、カソード側電極触媒層５２ｂの外方に滞留水が発生しても、固体高分子電解質膜５
０を良好に保護することが可能になる。
【００６４】
　また、カソード側電極触媒層５２ｂの外周端部５２ｂｅに対向して、酸化剤ガス流路溝
３８ａが配置されている。従って、外周端部５２ｂｅに対し、酸化剤ガスを確実に供給す
ることができる。なお、カソード側電極触媒層５２ｂ側にのみガス不透過性フィルム６６
を配置して、ガス不透過性フィルム５６を不要にしてもよい。
【００６５】
　図９は、本発明の第５の実施形態に係る燃料電池６７を構成する発電セル６８の要部断
面説明図である。なお、第４の実施形態に係る燃料電池６０と同一の構成要素には、同一
の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。
【００６６】
　発電セル６８では、アノード側電極触媒層５４ｂの外周には、ガス不透過性フィルム５
６Ｌが設けられとともに、カソード側電極触媒層５２ｂの外方には、額縁状のガス不透過
性フィルム６６Ｌが設けられている。ガス不透過性フィルム５６Ｌ、６６Ｌは、固体高分
子電解質膜５０と同一の外形寸法に設定される。このため、第５の実施形態では、より確
実に固体高分子電解質膜５０の保護が遂行されるという効果が得られる。
【００６７】
　なお、ガス不透過性フィルム６６Ｌは、カソード側電極触媒層５２ｂと重なり部を有し
ていてもよい。その際、重なり部は、ガス不透過性フィルム６６Ｌを固体高分子電解質膜
５０とカソード側電極触媒層５２ｂとの間に伸ばすことにより構成することができる。一
方、重なり部は、ガス不透過性フィルム６６Ｌをカソード側電極触媒層５２ｂとカソード
側ガス拡散層５２ａとの間に伸ばすことにより構成することもできる。
【００６８】
　図１０は、本発明の第６の実施形態に係る燃料電池７０を構成する発電セル７２の要部
断面説明図である。
【００６９】
　発電セル７２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）７４と、前記電解質膜・電極構造体
７４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。電解質
膜・電極構造体７４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノード電極７
６により挟持する。
【００７０】



(11) JP 6208997 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

　アノード電極７６は、アノード側ガス拡散層７６ａとアノード側電極触媒層（第２電極
触媒層）７６ｂとを有する。アノード側電極触媒層７６ｂの外周端部７６ｂｅには、額縁
状遮断層、例えば、額縁状の樹脂含浸部７８が、アノード側ガス拡散層７６ａに加熱溶融
により含浸して設けられる。樹脂含浸部７８は、例えば、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデ
ン）やＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド）等の樹脂材料を採用することができる。樹
脂含浸部７８は、金属イオン不透過性を有する。この樹脂含浸部７８の表面には、樹脂で
覆われた電気絶縁層が設けられることが好ましい。電気絶縁層は、必ずしも全面を覆わな
くてもよい。
【００７１】
　このように構成される第６の実施形態では、アノード側電極触媒層７６ｂの外周には、
樹脂含浸部７８が設けられている。このため、第２金属セパレータ２０の外側端部から金
属イオンの溶出を抑制することができる。従って、簡単且つ経済的な構成で、固体高分子
電解質膜５０の劣化を可及的に抑制することができる等、上記の第１以降の実施形態と同
様の効果が得られる。
【００７２】
　図１１は、本発明の第７の実施形態に係る燃料電池８０を構成する発電セル８２の要部
断面説明図である。
【００７３】
　発電セル８２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）８４と、前記電解質膜・電極構造体
８４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。電解質
膜・電極構造体８４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極８６及びアノード電極７
６により挟持する。
【００７４】
　カソード電極８６は、カソード側ガス拡散層８６ａとカソード側電極触媒層（第１電極
触媒層）８６ｂとを有する。アノード側電極触媒層７６ｂの外周端部７６ｂｅには、樹脂
含浸部７８が設けられるとともに、カソード側電極触媒層８６ｂの外周端部８６ｂｅには
、額縁状遮断層、例えば、額縁状の樹脂含浸部７８ａがカソード側ガス拡散層８６ａに含
浸されて設けられる。
【００７５】
　樹脂含浸部７８ａは、カソード側電極触媒層８６ｂの外周端部８６ｂｅに接して、又は
、前記外周端部８６ｂｅに一部を重ねて、配置される。
【００７６】
　このように構成される第７の実施形態では、カソード側電極触媒層８６ｂの外方には、
額縁状の樹脂含浸部７８ａが設けられている。このため、カソード電極８６において、カ
ソード側電極触媒層８６ｂの外方に滞留水が発生しても、固体高分子電解質膜５０を良好
に保護することが可能になる等、上記の第４の実施形態と同様の効果が得られる。
【００７７】
　図１２は、本発明の第８の実施形態に係る燃料電池９０を構成する発電セル９２の要部
断面説明図である。
【００７８】
　発電セル９２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）９４と、前記電解質膜・電極構造体
９４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。電解質
膜・電極構造体９４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノード電極５
４により挟持する。
【００７９】
　固体高分子電解質膜５０の外周端部には、樹脂製枠部材９６、９８が接合されるととも
に、前記樹脂製枠部材９６は、アノード側電極触媒層５４ｂの外周に沿ってアノード側ガ
ス拡散層５４ａに含浸される樹脂含浸部（額縁状遮断層）９６ａを有する。
【００８０】
　樹脂製枠部材９６、９８は、例えば、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン）やＰＰＳ（ポ
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リフェニレンサルファイド）等の樹脂材料を採用することができる。樹脂含浸部９６ａは
、樹脂製枠部材９６に一体に設けられており、加熱及び加圧されることによってアノード
側ガス拡散層５４ａに含浸される。
【００８１】
　樹脂製枠部材９６、９８により、固体高分子電解質膜５０の露出を防止し、前記固体高
分子電解質膜５０を保護することが可能になる。なお、以下に説明する第９の実施形態で
も同様である。
【００８２】
　このように構成される第８の実施形態では、アノード側電極触媒層５４ｂの外周には、
樹脂製枠部材９６の一部がアノード側ガス拡散層５４ａに含浸された樹脂含浸部９６ａが
設けられている。従って、第２金属セパレータ２０の外側端部から金属イオンの溶出を抑
制することができ、簡単且つ経済的な構成で、固体高分子電解質膜５０の劣化を可及的に
抑制することができる等、上記の第１以降の実施形態と同様の効果が得られる。
【００８３】
　図１３は、本発明の第９の実施形態に係る燃料電池１００を構成する発電セル１０２の
要部断面説明図である。
【００８４】
　発電セル１０２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）１０４と、前記電解質膜・電極構
造体１０４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体１０４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【００８５】
　アノード側電極触媒層５４ｂの外方には、樹脂製枠部材９６の一部がアノード側ガス拡
散層５４ａに含浸された樹脂含浸部９６ａが設けられる。カソード側電極触媒層５２ｂの
外方には、樹脂製枠部材９８の一部がカソード側ガス拡散層５２ａに含浸された樹脂含浸
部（額縁状絶縁部）９８ａが設けられる。樹脂含浸部９８ａは、カソード側電極触媒層５
２ｂの外周端部５２ｂｅに接して、又は、前記外周端部５２ｂｅに一部を重ねて、配置さ
れる。
【００８６】
　このように構成される第９の実施形態では、カソード側電極触媒層５２ｂの外方には、
額縁状の樹脂含浸部９８ａが設けられている。このため、カソード電極５２において、カ
ソード側電極触媒層５２ｂの外方に滞留水が発生しても、固体高分子電解質膜５０を良好
に保護することが可能になる等の効果が得られる。
【００８７】
　図１４は、本発明の第１０の実施形態に係る燃料電池１１０を構成する発電セル１１２
の要部断面説明図である。
【００８８】
　発電セル１１２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）１１４と、前記電解質膜・電極構
造体１１４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体１１４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【００８９】
　アノード側電極触媒層５４ｂの外方には、より具体的には、アノード側ガス拡散層５４
ａと第２金属セパレータ２０との間には額縁状遮断層、例えば、額縁状のガス不透過性フ
ィルム１１６が設けられる。ガス不透過性フィルム１１６の内周側端部１１６ａは、少な
くともカソード側電極触媒層５２ｂの外周端部５２ｂｅと固体高分子電解質膜５０を挟ん
で重なる位置に配置される。
【００９０】
　このように構成される第１０の実施形態では、アノード側ガス拡散層５４ａと第２金属
セパレータ２０との間に位置して、ガス不透過性フィルム１１６が設けられている。これ
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により、簡単且つ経済的な構成で、第２金属セパレータ２０からの金属イオンの溶出を阻
止し、固体高分子電解質膜５０の劣化を可及的に抑制することができる等、上記の第１以
降の実施形態と同様の効果が得られる。
【００９１】
　図１５は、本発明の第１１の実施形態に係る燃料電池１１０ａを構成する発電セル１１
２ａの要部断面説明図である。
【００９２】
　第１１の実施形態では、ガス不透過性フィルム１１６を備えるとともに、前記ガス不透
過性フィルム１１６は、固体高分子電解質膜５０の外形寸法と同一の外形寸法を有する。
このため、第１１の実施形態では、固体高分子電解質膜５０の保護が一層確実に遂行され
る。
【００９３】
　図１６は、本発明の第１２の実施形態に係る燃料電池１２０を構成する発電セル１２２
の要部断面説明図である。
【００９４】
　発電セル１２２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）１２４と、前記電解質膜・電極構
造体１２４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体１２４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【００９５】
　アノード側ガス拡散層５４ａと第２金属セパレータ２０との間には、ガス不透過性フィ
ルム１１６が設けられるとともに、カソード側ガス拡散層５２ａと第１金属セパレータ１
８との間には、額縁状遮断層、例えば、額縁状のガス不透過性フィルム１２６が設けられ
る。ガス不透過性フィルム１２６の内周側端部１２６ａは、積層方向に対してカソード側
電極触媒層５２ｂの外周端部５２ｂｅに隣接若しくは一部を重ねるようにして、配置され
る。
【００９６】
　このように構成される第１２の実施形態では、カソード側ガス拡散層５２ａの外方には
、額縁状のガス不透過性フィルム１２６が設けられている。このため、固体高分子電解質
膜５０を良好に保護することが可能になる等の効果が得られる。
【００９７】
　図１７は、本発明の第１３の実施形態に係る燃料電池１２０ａを構成する発電セル１２
２ａの要部断面説明図である。
【００９８】
　第１３の実施形態では、ガス不透過性フィルム１１６は、固体高分子電解質膜５０の外
形寸法と同一の外形寸法を有するとともに、ガス不透過性フィルム１２６は、前記固体高
分子電解質膜５０の外形寸法と同一の外形寸法を有する。このため、第１３の実施形態で
は、固体高分子電解質膜５０の保護が一層確実に遂行される。
【００９９】
　図１８は、本発明の第１４の実施形態に係る燃料電池１３０を構成する発電セル１３２
の要部断面説明図である。
【０１００】
　発電セル１３２は、電解質膜・電極構造体１３４を備える。電解質膜・電極構造体１３
４を構成するカソード電極５２では、カソード側ガス拡散層５２ａ及びカソード側電極触
媒層５２ｂは、同一の平面寸法に設定され、且つ、固体高分子電解質膜５０よりも小さな
平面寸法に設定される。電解質膜・電極構造体１３４を構成するアノード電極５４では、
アノード側ガス拡散層５４ａ及びアノード側電極触媒層５４ｂは、固体高分子電解質膜５
０と同一の平面寸法に設定される。
【０１０１】
　固体高分子電解質膜５０のカソード電極５２の外周端部から外方に延在する外周端部に
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は、ガス不透過性フィルム１３６が、前記カソード電極５２のカソード側電極触媒層５２
ｂの外周端部に当接して設けられる。ガス不透過性フィルム１３６は、カソード電極５２
と同等の厚さに設定されるとより好ましい。アノード電極５４の凸状シール部４８ｂとの
接触部には、アノード側ガス拡散層５４ａとアノード側電極触媒層５４ｂに樹脂含浸が施
された樹脂含浸部１３８が設けられる。
【０１０２】
　このように構成される第１４の実施形態では、上記の第４以降の実施形態と同様の効果
が得られる。
【０１０３】
　図１９は、本発明の第１５の実施形態に係る燃料電池１４０を構成する発電セル１４２
の要部断面説明図である。
【０１０４】
　発電セル１４２は、電解質膜・電極構造体１４４を備える。電解質膜・電極構造体１４
４を構成するカソード電極５２では、カソード側ガス拡散層５２ａ及びカソード側電極触
媒層５２ｂは、同一の平面寸法に設定され、且つ、固体高分子電解質膜５０よりも小さな
平面寸法に設定される。電解質膜・電極構造体１４４を構成するアノード電極５４では、
アノード側ガス拡散層５４ａ及びアノード側電極触媒層５４ｂは、同一の平面寸法に設定
され、且つ、固体高分子電解質膜５０よりも小さな平面寸法に設定される。アノード電極
５４は、カソード電極５２よりも大きな平面寸法に設定される。
【０１０５】
　アノード電極５４のアノード側電極触媒層５４ｂの外周端部は、燃料ガス流路溝４２ａ
内に配置されることが好ましい。燃料ガスや生成水が滞留することがないからである。
【０１０６】
　固体高分子電解質膜５０のカソード電極５２の外周端部から外方に延在する外周端部に
は、ガス不透過性フィルム１３６が、前記カソード電極５２のカソード側電極触媒層５２
ｂの外周端部に当接して設けられる。固体高分子電解質膜５０のアノード電極５４の外周
端部から外方に延在する外周端部には、ガス不透過性フィルム１４６が、前記アノード電
極５４のアノード側電極触媒層５４ｂの外周端部に当接して設けられる。ガス不透過性フ
ィルム１４６は、アノード電極５４と同等の厚さに設定されるとより好ましい。
【０１０７】
　このように構成される第１５の実施形態では、上記の第４以降の実施形態と同様の効果
が得られる。なお、第１４及び第１５の実施形態では、アノード電極５４は、カソード電
極５２よりも大きな平面寸法に設定されているが、これとは反対に、前記カソード電極５
２は、前記アノード電極５４よりも大きな平面寸法に設定されてもよい。
【０１０８】
　図２０は、本発明の第１６の実施形態に係る燃料電池１５０を構成する発電セル１５２
の要部断面説明図である。
【０１０９】
　発電セル１５２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）１５４と、前記電解質膜・電極構
造体１５４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体１５４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【０１１０】
　アノード電極５４では、アノード側電極触媒層５４ｂとアノード側ガス拡散層５４ａと
は、同一の平面寸法に設定される。カソード電極５２では、カソード側電極触媒層５２ｂ
の外周部に内周側端部１５６ａを重ねて額縁状遮断層、例えば、額縁状のガス不透過性フ
ィルム１５６が設けられる。ガス不透過性フィルム１５６は、固体高分子電解質膜５０と
同一の外形寸法に設定される。
【０１１１】
　アノード側電極触媒層５４ｂの外周端部は、燃料ガス流路溝４２ａ内に配置されるとと
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もに、カソード側電極触媒層５２ｂの外周端部は、酸化剤ガス流路溝３８ａ内に配置され
る。ガス不透過性フィルム１５６は、固体高分子電解質膜５０とカソード側電極触媒層５
２ｂとの間に配置してもよい。
【０１１２】
　このように構成される第１６の実施形態では、上記の第４以降の実施形態と同様の効果
が得られる。
【０１１３】
　図２１は、本発明の第１７の実施形態に係る燃料電池１６０を構成する発電セル１６２
の要部断面説明図である。
【０１１４】
　発電セル１６２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）１６４と、前記電解質膜・電極構
造体１６４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体１６４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極１６６及びアノ
ード電極５４により挟持する。
【０１１５】
　カソード電極１６６は、カソード側電極触媒層１６６ｂと、カソード側ガス拡散層１６
６ａとを有する。カソード側ガス拡散層１６６ａの外周端部１６６ａｅには、額縁状遮断
層、例えば、額縁状の樹脂含浸部１６８が、カソード側電極触媒層１６６ｂと重なり部を
有して前記カソード側ガス拡散層１６６ａに含浸されて設けられる。樹脂含浸部１６８は
、カソード側電極触媒層１６６ｂに当接してもよい。カソード側ガス拡散層１６６ａのカ
ソード側電極触媒層１６６ｂの外方と固体高分子電解質膜５０との間には、接着層１６９
が設けられる。
【０１１６】
　このように構成される第１７の実施形態では、カソード電極１６６のみに樹脂含浸部１
６８が設けられており、上記の第４以降の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１１７】
　図２２は、本発明の第１８の実施形態に係る燃料電池１７０を構成する発電セル１７２
の要部断面説明図である。
【０１１８】
　発電セル１７２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）１７４と、前記電解質膜・電極構
造体１７４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体１７４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【０１１９】
　カソード電極５２では、カソード側電極触媒層５２ｂとカソード側ガス拡散層５２ａと
が同一の平面寸法に設定される。アノード電極５４では、アノード側電極触媒層５４ｂと
アノード側ガス拡散層５４ａとが同一の平面寸法に設定される。アノード電極５４は、固
体高分子電解質膜５０と同一の平面寸法に設定されるとともに、カソード電極５２よりも
大きな平面寸法を有する。
【０１２０】
　電解質膜・電極構造体１７４の外周部には、樹脂製枠部材１７６が接合される。樹脂製
枠部材１７６は、電気的絶縁性を有している。この樹脂製枠部材１７６は、さらに金属イ
オン不透過性を有することが好ましい。樹脂製枠部材１７６は、断面Ｌ字状を有し、積層
方向に延在する底面部１７６ａには、アノード電極５４の外周端部及び固体高分子電解質
膜５０の外周端部が当接して接合される。樹脂製枠部材１７６の内方に突出する内側端部
１７６ｂには、カソード電極５２の外周端部が当接して接合される。カソード電極５２の
外周端部には、樹脂含浸された樹脂含浸部１７８ａを設けてもよく、一方、アノード電極
５４の外周端部には、樹脂含浸された樹脂含浸部１７８ｂを設けてもよい。
【０１２１】
　このように構成される第１８の実施形態では、樹脂製枠部材１７６を備えており、特に
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上記の第８の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１２２】
　図２３は、本発明の第１９の実施形態に係る燃料電池１８０を構成する発電セル１８２
の要部断面説明図である。
【０１２３】
　発電セル１８２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）１８４と、前記電解質膜・電極構
造体１８４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体１８４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【０１２４】
　カソード電極５２では、カソード側電極触媒層５２ｂは、カソード側ガス拡散層５２ａ
よりも小さな平面寸法に設定されるとともに、前記カソード側ガス拡散層５２ａは、固体
高分子電解質膜５０と略同一の平面寸法に設定される。アノード電極５４では、アノード
側電極触媒層５４ｂとアノード側ガス拡散層５４ａとが同一の平面寸法に設定される。ア
ノード電極５４は、カソード側電極触媒層５２ｂよりも大きな平面寸法で、且つ、カソー
ド側ガス拡散層５２ａよりも小さな平面寸法を有する。
【０１２５】
　電解質膜・電極構造体１８４の外周部には、樹脂製枠部材１８６が接合される。樹脂製
枠部材１８６は、断面Ｌ字状を有し、積層方向に延在する底面部１８６ａには、カソード
側ガス拡散層５２ａの外周端部及び固体高分子電解質膜５０の外周端部が当接して接合さ
れる。樹脂製枠部材１８６の内方に突出する内側端部１８６ｂには、アノード電極５４の
外周端部が当接して接合される。
【０１２６】
　カソード電極５２の外周端部には、樹脂含浸された樹脂含浸部１８８ａを設けてもよく
、一方、アノード電極５４の外周端部には、樹脂含浸された樹脂含浸部１８８ｂを設けて
もよい。
【０１２７】
　このように構成される第１９の実施形態では、樹脂製枠部材１８６を備えており、特に
上記の第１８の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１２８】
　図２４は、本発明の第２０の実施形態に係る燃料電池１９０を構成する発電セル１９２
の要部断面説明図である。
【０１２９】
　発電セル１９２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）１９４と、前記電解質膜・電極構
造体１９４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体１９４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【０１３０】
　カソード電極５２では、カソード側電極触媒層５２ｂがカソード側ガス拡散層５２ａよ
りも大きな平面寸法に設定される。アノード電極５４では、アノード側電極触媒層５４ｂ
とアノード側ガス拡散層５４ａとが同一の平面寸法に設定される。アノード電極５４は、
固体高分子電解質膜５０と同一の平面寸法に設定されるとともに、カソード電極５２より
も大きな平面寸法を有する。
【０１３１】
　電解質膜・電極構造体１９４の外周部には、樹脂製枠部材１９６が接合される。樹脂製
枠部材１９６は、断面Ｌ字状を有し、積層方向に延在する底面部１９６ａには、アノード
電極５４の外周端部及び固体高分子電解質膜５０の外周端部が当接して接合される。樹脂
製枠部材１９６の内方に突出する内側端部１９６ｂには、カソード側ガス拡散層５２ａの
外周端部が当接して接合される。樹脂製枠部材１９６の内側端部１９６ｂの内面と、固体
高分子電解質膜５０との間には、接着層１９８が設けられる。
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【０１３２】
　このように構成される第２０の実施形態では、樹脂製枠部材１９６を備えており、特に
上記の第１８及び第１９の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１３３】
　図２５は、本発明の第２１の実施形態に係る燃料電池２００を構成する発電セル２０２
の要部断面説明図である。
【０１３４】
　発電セル２０２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）２０４と、前記電解質膜・電極構
造体２０４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体２０４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【０１３５】
　カソード電極５２では、カソード側電極触媒層５２ｂがカソード側ガス拡散層５２ａよ
りも小さな平面寸法に設定されるとともに、前記カソード側ガス拡散層５２ａは、固体高
分子電解質膜５０と略同一の平面寸法に設定される。アノード電極５４では、アノード側
電極触媒層５４ｂがアノード側ガス拡散層５４ａよりも大きな平面寸法に設定される。ア
ノード側電極触媒層５４ｂ及びアノード側ガス拡散層５４ａは、カソード側電極触媒層５
２ｂよりも大きな平面寸法を有する。
【０１３６】
　電解質膜・電極構造体２０４の外周部には、樹脂製枠部材２０６が接合される。樹脂製
枠部材２０６は、断面Ｌ字状を有し、積層方向に延在する底面部２０６ａには、カソード
側ガス拡散層５２ａの外周端部及び固体高分子電解質膜５０の外周端部が当接して接合さ
れる。樹脂製枠部材２０６の内方に突出する内側端部２０６ｂには、アノード側ガス拡散
層５４ａの外周端部が当接して接合される。
【０１３７】
　カソード電極５２の外周端部には、樹脂含浸された樹脂含浸部２０７を設けてもよい。
樹脂製枠部材２０６の内側端部２０６ｂの内面と、固体高分子電解質膜５０との間には、
接着層２０８が設けられる。
【０１３８】
　このように構成される第２１の実施形態では、樹脂製枠部材２０６を備えており、特に
上記の第１８～第２０の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１３９】
　図２６は、本発明の第２２の実施形態に係る燃料電池２１０を構成する発電セル２１２
の要部断面説明図である。
【０１４０】
　発電セル２１２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）２１４と、前記電解質膜・電極構
造体２１４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体２１４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【０１４１】
　アノード電極５４では、アノード側電極触媒層５４ｂとアノード側ガス拡散層５４ａと
は、同一の平面寸法に設定される。カソード電極５２では、カソード側電極触媒層５２ｂ
がカソード側ガス拡散層５２ａよりも小さな平面寸法に設定される。
【０１４２】
　カソード側ガス拡散層５２ａの外周部には、内周側端部２１６ａを重ねて額縁状遮断層
、例えば、額縁状のガス不透過性フィルム２１６が設けられる。内周側端部２１６ａは、
積層方向に対してカソード側電極触媒層５２ｂと一部が重なり合う位置に配置される。ガ
ス不透過性フィルム２１６は、固体高分子電解質膜５０と同一の外形寸法に設定される。
なお、ガス不透過性フィルム２１６は、固体高分子電解質膜５０よりも小さな外形寸法に
設定してもよく、凸状シール部４７ｂに当接しない位置で終端してもよい。
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【０１４３】
　このように構成される第２２の実施形態では、上記の第４以降の実施形態と同様の効果
が得られる。
【０１４４】
　図２７は、本発明の第２３の実施形態に係る燃料電池２２０を構成する発電セル２２２
の要部断面説明図である。なお、燃料電池２２０は、第１４の実施形態に係る燃料電池１
３０と略同様に構成される。
【０１４５】
　発電セル２２２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）２２４と、前記電解質膜・電極構
造体２２４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体２２４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【０１４６】
　カソード電極５２は、アノード電極５４よりも小さな平面寸法を有するとともに、カソ
ード側電極触媒層５２ｂは、カソード側ガス拡散層５２ａよりも大きな平面寸法に設定さ
れる。固体高分子電解質膜５０の外周端部には、前記固体高分子電解質膜５０と同一の平
面寸法を有するガス不透過性フィルム２２６が設けられる。ガス不透過性フィルム２２６
の内側端部２２６ａは、カソード側電極触媒層５２ｂと重なり部を有し、及びカソード側
ガス拡散層５２ａの外周部に接合されて段差状に構成される。
【０１４７】
　このように構成される第２３の実施形態では、ガス不透過性フィルム２２６を備えてお
り、特に上記の第１４の実施形態等と同様の効果が得られる。
【０１４８】
　図２８は、本発明の第２４の実施形態に係る燃料電池２３０を構成する発電セル２３２
の要部断面説明図である。なお、燃料電池２３０は、第１５の実施形態に係る燃料電池１
４０と略同様に構成される。
【０１４９】
　発電セル２３２は、電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）２３４と、前記電解質膜・電極構
造体２３４を挟持する第１金属セパレータ１８及び第２金属セパレータ２０とを備える。
電解質膜・電極構造体２３４は、固体高分子電解質膜５０をカソード電極５２及びアノー
ド電極５４により挟持する。
【０１５０】
　カソード電極５２は、上記の第２３の実施形態と同様に構成される。アノード電極５４
は、アノード側電極触媒層５４ｂがアノード側ガス拡散層５４ａよりも大きな平面寸法を
有する。カソード電極５２及びアノード電極５４は、固体高分子電解質膜５０よりも小さ
な平面寸法に設定される。
【０１５１】
　固体高分子電解質膜５０のアノード電極５４の外周端部から外方に延在する外周端部に
は、ガス不透過性フィルム２３６が設けられる。ガス不透過性フィルム２３６の内側端部
２３６ａは、アノード側電極触媒層５４ｂと重なり部を有し、及びアノード側ガス拡散層
５４ａの外周部に接合されて段差状に構成される。アノード電極５４のアノード側電極触
媒層５４ｂの外周端部は、燃料ガス流路溝４２ａ内に配置されることが好ましい。カソー
ド電極５２のカソード側電極触媒層５２ｂの外周端部は、酸化剤ガス流路溝３８ａ内に配
置されることが好ましい。
【０１５２】
　このように構成される第２４の実施形態では、ガス不透過性フィルム２２６、２３６を
備えており、特に上記の第１５の実施形態等と同様の効果が得られる。
【０１５３】
　なお、上記の第１～第２４の実施形態のみの組み合わせ、形状等に限定されず、また額
縁状遮断層として、ガス不透過性フィルムや樹脂部材等を使用しているが、それぞれの用
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途によって組み合わせ、形状等種々選択することが可能である。
【０１５４】
　図２９は、額縁状遮断層を設ける範囲を規定する本発明の第２５の実施形態に係る燃料
電池を構成する第２金属セパレータ２４０を示す。なお、第１金属セパレータでも同様で
ある。
【０１５５】
　第２金属セパレータ２４０では、ガス不透過性フィルムや樹脂部材等の額縁状遮断層が
、遮断層範囲２４２に設けられる。遮断層範囲２４２は、発電範囲（カソード側電極触媒
層５２ｂとアノード側電極触媒層５４ｂとが固体高分子電解質膜５０を挟んで対向する範
囲）の外周から入口バッファ部４５ａ及び出口バッファ部４５ｂを覆う範囲に亘っている
。
【０１５６】
　なお、額縁状遮断層は、カソード側電極触媒層５２ｂ側、アノード側電極触媒層５４ｂ
側又は両方であってもよい。以下に説明する第２６の実施形態でも、同様である。
【０１５７】
　図３０は、額縁状遮断層を設ける範囲を規定する本発明の第２６の実施形態に係る燃料
電池を構成する第２金属セパレータ２５０を示す。
【０１５８】
　第２金属セパレータ２５０では、ガス不透過性フィルムや樹脂部材等の額縁状遮断層が
、遮断層範囲２５２に設けられる。遮断層範囲２５２は、発電範囲の外周から第２金属セ
パレータ２５０の全面に亘っている。額縁状遮断層は、酸化剤ガス供給連通孔２６ａ、酸
化剤ガス排出連通孔２６ｂ、冷却媒体供給連通孔２８ａ、冷却媒体排出連通孔２８ｂ、燃
料ガス供給連通孔３０ａ及び燃料ガス排出連通孔３０ｂまで拡張して設けられる。なお、
額縁状遮断層は、これらの連通孔を設けてもよい。
【符号の説明】
【０１５９】
１０、１０ａ、１０ｂ、６０、６７、７０、８０、９０、１００、１１０、１１０ａ、１
２０、１２０ａ、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０、１９０、２００、
２１０、２２０、２３０…燃料電池
１２、１２ａ、１２ｂ、６２、６８、７２、８２、９２、１０２、１１２、１１２ａ、１
２２、１２２ａ、１３２、１４２、１５２、１６２、１７２、１８２、１９２、２０２、
２１２、２２２、２３２…発電セル
１６、６４、７４、８４、９４、１０４、１１４、１２４、１３４、１４４、１５４、１
６４、１７４、１８４、１９４、２０４、２１４、２２４、２３４…電解質膜・電極構造
体
１８、２０、２４０、２５０…金属セパレータ
２６ａ…酸化剤ガス供給連通孔　　　　２６ｂ…酸化剤ガス排出連通孔
２８ａ…冷却媒体供給連通孔　　　　　２８ｂ…冷却媒体排出連通孔
３０ａ…燃料ガス供給連通孔　　　　　３０ｂ…燃料ガス排出連通孔
３８…酸化剤ガス流路　　　　　　　　３８ａ…酸化剤ガス流路溝
４２…燃料ガス流路　　　　　　　　　４２ａ…燃料ガス流路溝
４６…冷却媒体流路　　　　　　　　　４７、４８…シール部材
５０…固体高分子電解質膜　　　　　　５２、８６、１６６…カソード電極
５２ａ、８６ａ…カソード側ガス拡散層
５２ｂ、８６ｂ、１６６ｂ…カソード側電極触媒層
５４、７６…アノード電極
５４ａ、７６ａ、１６６ａ…アノード側ガス拡散層
５４ｂ、７６ｂ…アノード側電極触媒層
５６、５６Ｌ、６６、６６Ｌ、１１６、１２６、１３６、１４６、１５６、２１６、２２
６、２３６…ガス不透過性フィルム
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８ｂ、２０７…樹脂含浸部
９６、９８、１７６、１８６、１９６、２０６…樹脂製枠部材
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